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イ
ハ
l

イ
包

士
茨
木
氏
の
邸
宅
が
あ
っ
た
L
め
に
名
づ
け
た
。
貧

腐
九
年
の
火
災
後
茨
木
氏
の
邸
は
移
縛
し
た
が
、
今

に
町
名
と
し
て
そ
の
名
を
残
し
て
ゐ
る
。

イ
バ
ラ
キ
ナ
ガ
ヨ
シ
茨
木
長
好
遇
制
榊
源
五
左

衛
門
。
助
右
衛
門
の
子
。
貨
は
吉
岡
敏
厳
守
政
の
四

男
で
、
幼
名
を
左
太
夫
、
後
に
小
刑
部
・
刑
部
・
右
衛

門
と
稽
し
た
。
臨
長
四
年
前
倒
利
常
の
子
小
符
と
な

り
、
五
年
九
用
利
常
が
人
質
と
し
て
丹
羽
氏
の
小
松

城
に
入
っ
た
時
供
奉
し
た
小
姓
十
五
人
の
一
人
で
あ

る
。
十
年
十
月
新
知
百
石
を
受
け
、
命
に
よ
り
茨
木

助
右
衛
門
の
相
官
養
子
と
な
り
、
度
々
・
加
息
さ
れ
て
箆

永
五
年
二
千
五
百
五
十
石
を
領
し
、
殴
安
元
年
Mm
組

組
頭
と
な
り
、
寺
社
奉
行
を
粂
ね
た
。
寛
文
七
年
二

月
致
仕
し
て
宗
入
と
稽
し
、
十
一
年
三
周
一
日
七
十

七
践
を
以
て
夜
し
た
。

イ
バ
ラ
マ
チ
茨
町
鳳
笠
郡
矢
伎
の
内
の
小
宰
。

イ
バ
ラ
マ
チ
ヤ
マ
茨
町
山
岡
京
都
茨
阿
部
訴

の
東
北
に
在
る
山
。
高
さ
一
四
入
米
。
山
間
第
三
紀

居。イ
ハ
キ
ド
ウ
岩
井
盤
国
主
都
宮
日
に
在
る
制

穴
。
能
鷲
誌
に
、
『
笛
日
村
は
方
々
へ
散
村
に
成
、
諮

花
妨
と
い
ふ
既
往
来
に
あ
り
。
此
に
千
野
と
い
ふ
川

中
に
、
岩
井
堂
と
て
不
思
総
な
る
澗
あ
り
0

・
海
港
よ

り
一
一
一
四
里
を
隔
て
た
る
山
中
な
れ
ど
も
、
昔
は
抄
の

さ
し
引
有
て
烏
賊
杯
吹
出
せ
し
事
あ
り
。
む
か
し
此

腕
に
猿
鬼
と
い
ふ
者
住
て
人
を
取
れ
り
。
是
を
伊
豆

牟
媛
命
退
治
し
給
ふ
。
則
共
患
を
祭
て
猿
鬼
の
宮
と

い
ふ
。
』
と
記
す
る
。

イ
ヒ
ガ
ハ
飯
川
川
y

鹿
島
郡
飯
川
保
に
臨
す

る
部
務
。
一
宮
衆
徒
知
行
主
名
般
に
『
一
同
依
飯
川
村
・

盟
問
村
』
と
見
え
る
か
ら
、
い
に
し
へ
一
宮
の
料
所

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ヒ
ガ
ハ
ウ
ヂ
飯
河
氏

林
六
郎
光
明
弟
盟
国
五
郎
光
成
、
共
子
向
次
郎
光

鹿
、
光
鹿
次
男
倣
河
三
郎
資
光
住
=
能
管
凶
二
貧
光
嫡

子
倣
河
次
郎
録
光
、
二
男
左
衛
門
尉
光
政
と
あ
る
。

飯
河
民
は
加
到
か
ら
鹿
島
都
飯
川
に
移
住
し
た
も
の

と
見
え
る
。

イ
ヒ
ガ
ハ
シ
ン
メ
イ
シ
ヤ
飯
河
紳
明
社
鹿
島

郡
飯
川
に
あ
っ
た
。
後
に
若
宮
入
幡
に
合
併
せ
ら
れ

て
、
波
併
の
祉
税
眼
に
は
も
う
見
え
ぬ
。

イ
ヒ
ガ
ハ
ダ
イ
コ
ン
飯
川
大
根

uv
箆
踏

の
産
物
制
服
に
飯
川
大
棋
が
あ
る
、
鹿
島
郡
飯
川
が

大
棋
を
名
麗
と
し
た
の
で
あ
る
。

イ
ヒ
ガ
ハ
ダ
=
飯
川
谷
川
4
9

鴎
京
都
仁
岸

郷
に
因
す
る
部
帯
。

イ
ヒ
ガ
ハ
ノ
コ
フ
ン
飯
川
の
古
墳
ゅ
う

鹿
島
榔
飯
川
に
在
っ
て
、
飯
塚
又
は
劾
使
塚
と
い

ひ
、
久
志
伊
奈
太
伎
均
時
前
世
に
接
近
し
て
ゐ
る
。

こ
の
古
墳
は
悶
塚
で
、
表
選
の
郡
協
議
は
全
部
持
ち
去

ら
れ
、
側
壁
の
石
材
も
多
少
失
は
れ
て
ゐ
る
が
、
石

櫛
は
完
全
に
保
存
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ

の
石
材
の
大
な
る
こ
と
能
管
で
稀
に
見
る
厨
で
あ

る。
イ
ヒ
カ
ハ
ホ
飯
川
保
鹿
島
郡
に
在
っ
た
。
保

元
三
年
十
二

n三
日
の
石
消
水
悶
中
家
文
醤
に
は
、

『
能
管
制
m
曾
・
飯
川
保
・
一
背
班
』
と
あ
っ
て
、
入
幡
宮

の
枇
領
で
あ
っ
た
。
承
久
三
年
注
巡
の
能
管
凶
田
敏

目
録
に
も
、
『
飯
川
保
、
五
町
三
段
玉
、
久
安
年
中
八

幡
宮
努
紋
』
と
あ
る
。

イ
ヒ
ガ
ハ
ホ
飯
川
保
鹿
島
郡
に
臨
す
る
。
務

政
時
代
で
は
飯
川
・
下
の
一
一
宇
村
が
含
ま
れ
て
ゐ
た
。

イ
ヒ
ガ
ハ
ヨ
シ
キ
ヨ
飯
川
義
清
道
稽
左
京
。

卒
加
賀
の
子
で
、
飯
川
左
京
義
貨
の
養
子
と
な
っ
た

も
の
。
天
正
五
年
九
用
十
五
日
七
尾
に
於
い
て
長
一

族
横
死
の
際
、
桜
山
伯
替
の
家
で
伯
醤
と
共
に
死
ん

urー
や
j
r
m
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だ
と
越
管
賀
三
州
志
に
記
し
て
あ
る
。

イ
ヒ
ガ
ハ
ヨ
シ
ザ
ネ
飯
川
義
貸
遁
帯
左
京
。

長
綴
漣
の
子
で
、
肥
前
義
宗
の
義
子
と
・
な
っ
た
も

の
。
天
正
二
年
七
局
十
二
日
病
死
し
た
と
、
越
資
質

三
州
志
に
寵
し
て
居
る
o

-

イ
ヒ
ガ
ハ
ヨ
シ
ム
ネ
飯
川
義
宗
泡
稽
肥
前
。

畠
山
修
理
大
夫
畿
鍛
の
従
兄
曲
別
で
あ
っ
た
。
天
文
十

二
年
議
鎮
の
老
臣
遊
佐
美
伊
鏑
光
が
樹
に
勝
っ
て
失

政
多
く
、
凶
内
特
に
擾
乱
し
よ
う
と
し
た
時
、
義
宗

は
観
光
の
逆
説
を
撤
へ
て
議
鍛
に
密
告
し
、
弘
治
二

年
に
は
祖
弁
景
長
に
亦
好
策
あ
る
を
知
b
、
畠
山
義

則
の
命
に
よ
っ
て
、
之
を
自
邸
に
招
き
融
制
倒
し
た
。

後
天
正
二
年
遊
佐
綴
光
が
、
畠
山
義
隆
の
異
母
弟
二

本
松
伊
賀
守
を
擁
立
し
よ
う
と
し
た
時
、
義
宗
は
義

隆
と
北
ハ
に
毒
殺
せ
ら
れ
た
。
以
上
は
長
民
家
論
の
設

で
、
必
ず
し
も
信
を
措
き
騒
い
。

イ
ヒ
ガ
ハ
ワ
カ
ミ
ヤ
ハ
チ
マ
ン
シ
ヤ
飯
河
若
宮

八
幡
結

M
切
ヲ
鹿
島
郡
飯
川
村
に
在
っ
て
、
飯
川
・

下
・
白
馬
・
若
林
四
ぷ
利
の
産
土
紳
で
あ
る
。
隣
邑
入

幡
新
庄
村
が
石
清
水
の
跡
領
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
L

に
も
入
幡
宮
を
勅
瀦
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
畠
山
氏

の
頃
は
東
方
城
山
に
向
か
っ
て
大
門
が
あ
り
、
城
向

，
八
幡
宮
と
い
は
れ
た
と
い
ふ
。

イ
ヒ
タ
マ
ア
キ
ヤ
ス
飯
島
明
保
遺
構
彦
太
夫
・

判
事
。
延
亭
三
年
新
番
と
な
b
、
四
年
焚
喜
六
郎
の

遺
跡
百
三
十
石
を
艶
ぎ
、
奥
御
納
戸
奉
行
・
滞
珠
院

殿
附
御
用
人
に
隠
任
し
た
が
、
明
和
四
年
七
局
十
八

日
そ
の
奥
御
納
戸
奉
行
勤
務
中
不

E
の
行
震
が
あ
っ

た
こ
と
が
震
胤
寓
し
て
殴
易
せ
ら
れ
た
。

イ
ヒ
タ
マ
キ
ユ
ウ
Z

モ
ン
飯
島
久
右
衛
門
初

名
喜
六
郎
。
元
勝
十
四
年
父
久
右
衛
門
の
越
知
九
十

石
を
襲
い
で
御
歩
と
な
b
、
寅
永
七
年
間
小
頭
に
進

ん
で
十
石
を
加
へ
、
享
保
九
年
三
十
石
を
加
へ
て
組

'Jiill; 

五
八

外
の
士
に
列
し
、
延
事
四
年
六
十
八
歳
を
以
て
授
。

そ
の
子
判
事
明
保
に
至
っ
て
家
断
絶
し
た
。

イ
ヒ
ダ
飯
田
珠
洲
郡
飯
田
郷
に
鴎
す
る
部
落
。

元
隊
十
四
年
の
郷
村
名
義
抄
に
古
へ
飯
田
町
と
帯
し

た
と
あ
り
、
そ
の
後
村
制
で
あ
っ
た
が
街
匿
町
建
を

な
す
を
以
て
、
大
町
・
南
町
・
今
町
・
鍛
冶
町
の
俗
務

が
あ
っ
た
。
能
菅
名
跡
志
に
、
『
家
政
三
百
軒
許
。
ニ

七
の
市
あ
り
。
不
残
商
家
繁
昌
也
。
御
盟
代
官
一
人
・

山
組
。
役
一
人
在
住
。
十
村
役
篠
田
氏
也
。
』
と
あ

り
、
明
治
二
十
年
九
用
改
め
て
飯
凶
町
と
し
た
。
悶

に
言
ふ
。
槻
除
二
年
正
用
得
江
.
泊
五
丸
代
長
野
彦
五

郎
季
光
市
軍
忠
朕
に
『
四
日
凶
徒
等
取
陣
岡
凶
飯
田

宿
之
閥
、
季
光
押
容
彼
在
所
致
合
戦
忠
節
、
趨
越
御

敵
等
於
越
中
凶
誌
。
』
と
あ
る
飯
田
宿
を
こ
の
飯
田
に

笛
て
る
者
も
あ
る
が
、
地
理
不
相
践
で
あ
る
。
か
の

飯
田
宿
と
あ
る
は
鹿
島
郡
飯
川
又
は
羽
咋
郡
飯
山
の

誤
記
で
は
あ
る
ま
い
か
。

イ
ヒ
ダ
カ
ス
ガ
シ
ヤ
飯
田
春
自
社

J
イ
ヒ
〆

テ
y
ジ

y
y
ヤ
飯
田
天
神
吐
。

イ
ヒ
ダ
ガ
ハ
飯
田
川

4
ワ
カ
ヤ
マ
ガ
ハ
若

d
川。イ

ヒ
ダ
コ
ウ
飯
田
港
珠
洲
郡
飯
闘
の
擁
蘭
東

西
五

O
O米
の
聞
を
い
ひ
、
若
山
川
之
に
注
「
。
こ

の
閲
織
内
伊
平
直
、
僅
か
に
大
鰐
曲
を
鍔
す
に
止
り
、

飴
舶
の
碇
繋
に
便
利
で
あ
る
と
は
書
は
れ
な
い
が
、

飯
田
が
郡
内
第
一
の
東
務
で
あ
る
た
め
、
内
浦
航
騰

の
要
点
と
せ
ら
れ
る
。

イ
ヒ
ダ
ゴ
ウ
飯
田
郷
珠
洲
郡
に
鴎
し
、
務
政

時
代
で
は
、
飯
田
・
鹿
野
・
本
江
寺
・
出
国
・
鹿
栗
・
鈴

内
の
六
ヶ
村
を
含
ん
で
跨
た
。

イ
ヒ
ダ
ジ
ヨ
ウ
飯
田
誠
珠
洲
郡
俄
闘
の
西
北

に
在
っ
た
。
春
日
山
と
栢
並
ぶ
山
城
で
、
議
拍
慌
を
去

る
こ
と
四

O
O米
に
在
る
。
隻
主
は
誌
か
で
な
い
o


